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１． はじめに♪

皆さん、明けましておめでとう

ございます。

知的財産の「永遠の 吟
ジョングルール

遊詩人（！）」

こと弁理士の中川淨
きよむね

宗です。本年もど

うぞよろしくお願いいたします。

今回は、「不正競争防止法」が「不

正競争」として規制するさまざまな行

為のなかでも、比較的新しい類型であ

る「ドメイン名に関する不正競争」（不

２条１項13号）を説明しましょう。

中川先生、これだけインター

ネットが普及している世の中で

すから、私たちは日常的にドメイン名

に接しています。しかし、ドメイン名

に関する不正競争とは、具体的にはど

ういった行為なんでしょうか？

法
のり

雄
お

さん、私は予習してきたの

で、右図で例を挙げましょう。

Ｘ社が、「パテコピ」の商品名で菓

子の製造販売を行っているとします。

それに目を付けたＹ社が、Ｘ社に高値

で 売 り 付 け る 目 的 で、「pate-copi.

co.jp」のドメイン名を取得してしま

うような行為ですよ。

さすがは平成のデジタル世代の

申し子ですな、知
ち

明
あき

さん。

しかし先生、昭和のアナログ世代の

置き土産である私には、そもそもドメ

イン名がどんなものなのか、いまいち

ピンとこないんですな。

２． ドメイン名とは♪

安心してください、法雄さん。

不正競争防止法は、ドメイン名

について、「インターネットにおいて、

個々の電子計算機を識別するために割

り当てられる番号、記号又は文字の組

合せに対応する文字、番号、記号その

他の符号又はこれらの結合をいう」（２

条９項）と定義しています。

う～ん、この定義だけでは、少し分

かりにくいかもしれませんね。それで

は、ここは平成のデジタル世代の申し

子に説明してもらいましょう。

ゴホン。たくさんのコンピュー

タがインターネットを通じて接

続され、ウェブサイトへのアクセスと

いった情報の送受信が行われているこ

とはご存じのとおりです。

このようにインターネットで接続さ

れたコンピュータをお互いに認識する

手段として、「112.23.34.XXX」といっ

た「IPアドレス」と呼ばれる文字列（数

値）が使用されています。

ナルホド、先ほどの定義におけ

る下線部は、IPアドレスのこ

とで、そのなかでもインターネットで

用いられるグローバルIPアドレスの

ことを指しているわけですな。

そのとおりです。一方、社内

LANのように特定の人だけが

アクセスできるネットワークは、イン

ターネットに該当しませんよね。

Lesson15：ドメイン名
に関する不正競争（1）
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プレベルドメイン（TLD）」、その左

側のラベルを「第２レベルドメイン」、

さらにその左側のラベルを「第３レベ

ルドメイン」と呼んでいます。

このTLDの全体的な管理は、

米 国 の 非 営 利 法 人 で あ る

ICANNが行っています。そして、個々

のTLDは、ICANNから委任された各

登録機関によって管理されています。

さて、TLDは、「gTLD（generic TLD）」

と「ccTLD（country code TLD）」に

大きく分けられます。

gTLDは、国や地域とは関係なく、

その用途に応じて用いられるドメイン

名であって、例えば商業組織用の

「.com」が該当します。一方、ccTLDは、

国や地域を表すドメイン名であって、

Ｘ社のトップレベルドメインである

「.jp」といったものです。

また、第２レベルドメインは、

登録者の属性に応じて与えられ

ます。Ｘ社は企業ですから、第２レベ

ルドメインは企業であることを示す

「.co」になっていますね。

そして、第３レベルドメインは、登

録者の選択によって決定されるもので

そうすると、このような場面で

使われるプライベートIPアド

レスは、グローバルIPアドレスでは

ないので、不正競争防止法上のドメイ

ン名には当たらないわけですな。

ご理解のとおりです。でも、先

ほど見た文字列のままでは、コ

ンピュータを操作する人間にとって分

かりづらく、とても不便ですよね。

そこで、IPアドレスを人間に分か

りやすい文字や数字などの配列に置き

換えてドメイン名にするドメインネー

ムシステムが構築されました。

冒頭のＸ社が保有する正規の

ウェブサイトは、下図のような

「URL」になっているとしましょう。

URLとは、Ｘ社のウェブサイトといっ

たある情報が、インターネット上のど

こに存在するのかを示す記号です。

最初の「http」の部分は、コンピュー

タがインターネットで情報のやり取り

を行う際の通信プロトコル（手順）を

意味しているにすぎません。

ドメイン名に当たるのは、「www」以

下の部分です。この内、wwwは、ネッ

トワークに接続したコンピュータを見

分けるための名称であり、ホスト名と

呼ばれます。ここでは、Ｘ社のウェブ

サイトを管理しているコンピュータで

あるといった意味合いです。

ドメイン名は、ピリオドで区切

られたラベルを連結した配列に

なっていて、一番右側のラベルを「トッ

す。例えば、Ｘ社は、自社の菓子の商

品名である「パテコピ」をローマ字に

置き換えた「patecopi」を第３レベル

ドメインとして登録できます。

オ～ット、お２人とも私の存在

を忘れないでください！

そうすると、この例ではpatecopi以

下の部分が、「.jp」を管理する登録機

関に登録されるわけですな。

さて、話を不正競争防止法に戻

すと、この法律が適用されるド

メイン名に限定はありません。

つまり、日本の国コードである「.jp」

がTLDとして用いられているJPドメ

イン名だけではなく、「.com」といっ

た分野別TLD、あるいは「.cn」といっ

た外国のTLDについても、不正競争

防止法が適用されるわけです。

３． 規定の趣旨♪

本来、ドメイン名は、インター

ネット上でコンピュータを識別

するための符号にすぎません。

しかし、インターネットによるビジ

ネスの重要性が高まり、ドメイン名も

高い価値を備えるようになりました。
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冒頭の例でいえば、Ｘ社が自社

の菓子の商品名「パテコピ」に

関連するドメイン名「patecopi.co.jp」

を登録してウェブサイトを開設し、消

費者がそのドメイン名を手がかりにし

てＸ社のウェブサイトにアクセスする

ことは日常的に行われています。

つまり、ドメイン名は、事業者と消

費者をインターネット上で結び付ける

重要な接点になっているのですね。

しかし、ドメイン名は、原則と

して、誰もが先着順に登録でき

る制度になっています。

また、先ほどの登録機関がドメイン

名の登録を行う際、そのドメイン名と

同一または類似の他人の登録商標が存

在するか否かといった審査は、実質的

に行われていません。しかも、同じド

メイン名について、重複する登録は認

められていないところです。

そうすると、こういった特徴の

あるドメイン名の登録制度を悪

用する者が出てくるわけですな。

つまり、Ｘ社が登録していないのを

いいことに、Ｙ社が「pate-copi.co.jp」

を登録してしまいます。

そして、Ｙ社がそのドメイン名を

使ってウェブサイトを開設し、Ｘ社の

「パテコピ」の知名度にフリーライド

したり、Ｘ社を中傷してその信用を傷

付けたり、あるいはそのドメイン名を

Ｘ社に高値で売り付けたりすることが

行われるようになったわけですな。

そこで、このようなドメイン名

に関する問題を解決するため、

ICANNが「ドメイン名統一紛争処理

方針（UDRP）」を制定するなどして、

そのルールを整備する努力が世界的に

行われるようになりました。

日本でも、日本ネットワークイ

ン フ ォ メ ー シ ョ ン セ ン タ ー

（JPNIC）が、UDRPを日本に適する

ルールにした「JPドメイン名紛争処

理方針（JP-DRP）」を定めていますね。

また、日本知的財産仲裁センターは、

裁判外紛争解決手続き（ADR）により、

JP-DRPに基づいてJPドメイン名を

巡る紛争の解決を図っています。

しかしADRは、紛争当事者が

いつでも提訴できる制度です。

また、ADRにおけるJP-DRPに基づく

解決と、裁判所における法律に基づく

判断の間に、食い違いが生じる可能性

もあります。そこで、法律の整備が必

要だとの意見が上がりました。

でも先生、混同惹
じゃっき

起行為（不２

条１項１号）や著名表示冒用行

為（同２号）といった他の不正競争防

止法の規定でも、ドメイン名を巡る紛

争を解決できたのではないですか？

つまり、Ｘ社の「パテコピ」は、Ｘ

社の提供する菓子を他社の提供する菓

子から区別できる力、つまり「自他識

別力」を備えていますから、「商品等

表示」として、従来の規定によって保

護を受けられるはずですよね。

法雄さんのおっしゃるとおりで

す。確かに、Ｙ社が「pate-copi.

co.jp」のドメイン名を使用して、自

社の菓子の宣伝を行うウェブサイトの

運営などを行ったら、２条１項１号や

２号によって規制できるでしょう。

しかし、これらの規定では、ドメイ

ン名が商品や営業の表示として使用さ

れている場合であって、しかも自他識

別力を発揮する場合しか規制できない

という限界がありました。

つまり、「pate-copi.co.jp」を登

録したＹ社が、そのドメイン名

を一切使用することなく、Ｘ社に高値

で売り付けようとする行為や、そのド

メイン名で開設したウェブサイトにポ

ルノ画像を掲載し、Ｘ社の信用を傷付

けるような行為を、従来の規定で規制

するのは難しかったのですね。

ナルホド、こういった日本国内

外の動向を踏まえて、不正競争

防止法は、平成13年改正によって、

ドメイン名に関する不正競争について

規定したわけですなぁ。

４． 第１の要件♪

さて、ドメイン名に関する不正

競争は、以下の４つの要件
4 4 4 4 4

から

構成されています。

第１の要件は、行為者が、不正の利

益を得る目的（図利目的）、または他

人に損害を加える目的（加害目的）を

有していることです。
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「図利目的」とは、社会秩序や

社会道徳（公序良俗）、あるい

は人はお互いに信頼を裏切ることなく

誠意をもって行動すべきであるという

原則（信義則）に反して、不当に利益

を図る目的のことですね。

冒頭のＹ社が、「pate-copi.co.jp」の

ドメイン名について、これをＸ社に高

値で売り付けたり、あるいはこれを

ウェブサイトに使用し、「パテコピ」

のブランドに便乗してＹ社の菓子の宣

伝を行ったりするような場合です。

一方、「加害目的」とは、他人

に対して、金銭的な損害や信用

の失墜といった有形無形の損害を加え

る目的のことですな。

冒頭のＹ社が、「pate-copi.co.jp」の

ドメイン名のもと、アダルトサイトや

Ｘ社を中傷するようなウェブサイトを

運営して、「パテコピ」のブランドを

汚染するといった場合です。

ところで先生、ドメイン名に関する

不正競争は、なぜ「図利加害目的」を

要件としたのでしょうか？

次回お話しするように、ドメイ

ン名に関する不正競争は、２条

１項１号や２号のように、保護の対象

つまりＸ社の菓子の商品名「パテコピ」

が周知性や著名性を獲得していること

を要件としていません。

また、不正競争防止法は、ドメイン

名の使用に限らず、その取得や保有に

至るまで規制の対象にしています。

そうすると、図利加害目的によらな

い行為まで規制するのは、いき過ぎで

あると考えられたためです。

図利加害目的は、あくまで行為

者の内面の問題ですよね。

つまり、冒頭のＹ社でいえば、Ｘ社

に買い取りを求めるといった具体的な

行為まで及んでいなくても、図利加害

目的はあるといえます。そうすると、

図利加害目的の有無は、どのようにし

て判断されるのでしょうか？ 

例えば、「パテコピ」のような

造語か否かといった保護対象の

ありよう、保護対象の周知性のレベル、

行為者によるドメイン名の登録の経緯

や使用状況などのさまざまな要素を総

合的に考慮して判断されます。

また、先ほどのUDRPやJP-DRPに

例示されている不正の目的を認定する

際の考慮要素や日本知的財産仲裁セン

ターの裁定例も参考になりますね。

金額の問題についてですが、冒

頭 の Ｙ 社 が「pate-copi.co.jp」

の取得や維持にかかった実費を超える

金額をＸ社に要求したら、直ちに図利

目的が認められるのですか？

いえ、そのように取り扱うと、

不都合が生じるでしょう。

つまり、ドメイン名は本来先着順で

あるにもかかわらず、実費さえ支払え

ば常に譲り受けられるとすれば、利用

価値の高いドメイン名を先に登録した

者の利益を損なってしまいます。

またＹ社が、Ｘ社との間で金額の交

渉をしたら、直ちに図利目的が認めら

れるとすれば、ドメイン名の移転交渉

を行うことすら難しくなり、それはド

メイン名の譲渡を求めるＸ社の側に

とっても不利益になります。

最後に、冒頭のＹ社が、「パテ

コピ」の商標権を保有していた

ら、それは図利加害目的の有無を判断

する際に影響するでしょうか？

今の例では、Ｙ社は「パテコピ」

の商標権者ですから、それに対

応する「pate-copi.co.jp」のドメイン

名を取得する正当な利益を持っている

と考えられます。一般に、図利加害目

的は否定されるでしょう。

さて、次回は残り３つの要件と

侵害からの救済の話ですね。

そうだ！　せっかく勉強したので、

私が知明さんの名前をドメイン名とし

て登録しておきましょうか？

法雄さん、そのドメイン名を

使って一体何をするつもりです

か？　図利加害目的があると、不正競

争になりますよ！　（次回に続く）


